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令和８年２月１２日 選挙管理委員会事務局 

 

衆議院議員総選挙執行における不在者投票用紙の送致漏れについて 

 

１ 事案の概要 

  衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の執行に関わり、本市で

不在者投票を行った投票者の投票済投票用紙について、当該投票者が選挙権

を有する市町村選挙管理委員会に直ちに送致すべきところ、郵送の手続きが

取られておらず、結果として６名分の方の投票用紙が選挙期日までに送致さ

れなかった。 

 

２ 対象者 

   ６名 

釧路市１名、神奈川県逗子市２名、福井県越前市２名、長崎県諫早市１名 

 

３ 経緯 

  令和８年２月１０日夕方、本業務を担当する職員の卓上から不在者投票封

筒が発見され、該当する市町村に郵送すべきものが、手続きされていなかっ

たことが判明した。 

  ２月１２日、当該選挙管理委員会に未送付となっていた状況を説明し謝罪

を行った。 

 

４ 原因 

  送付担当の職員が他市町村に送致すべき不在者投票の封筒を処理する際、

市の受け取り文書と誤認したため。 

 

５ 再発防止策 

  送致期限のある郵便物についての点検作業をルール化し、複数人で確認す

るよう改める。 


